
提案書作成要領 
 

１ 件 名 

瀬谷区寄り添い型学習支援事業業務委託 

 

２ 業務内容 

   別添「瀬谷区寄り添い型学習支援事業業務委託仕様書」（以下「仕様書」という）のとおり 

 

 ３ 概算予定価格（上限） 

   １３，４００千円（税込） 

 

 ４ 参加の手続き 

「瀬谷区寄り添い型学習支援事業委託受託候補者選定に係る実施要領」により手続きを進めてくださ

い。 

（１）参加資格のある者は、以下の各号すべてに該当する者とします。  

ア 参加意向申出書の提出期限までに、所在地区分が市内または準市内、企業規模が中小またはその他

として令和５・６年度一般競争入札参加資格者名簿に登録が認められた者であること。  

イ 参加意向申出書の提出期限以降、受託候補者の特定の日までの手続き期間中、指名停止を受けてい

ない者であること。  

 

（２）参加される方は、「参加意向申出書」（様式１）を提出してください。  

ア 提出期限 令和５年12月８日（金） 午後５時00分まで（必着）  

イ 提出先  横浜市瀬谷区役所 生活支援課  

〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190  

電話：045-367-5711 ファクシミリ：045-365-6351 

電子メール：se-seikatsushien@city.yokohama.jp 

ウ 提出方法 持参、電子メール又は郵送（ただし、持参以外は着信確認を行ってください。） 

 

（３）提案資格を審査のうえ、提案資格確認結果を通知します。また、同時に、提案資格が認められた方に

は、提案書（様式５～11）の提出を要請します。詳しくは、瀬谷区寄り添い型学習支援事業委託受託候

補者特定に係る実施要領第３条を参照してください。  

ア 通知発送日 令和５年12月15日（金）  

イ その他 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により提案が認められなか

った理由の説明を求めることができます。 

なお、書面は本市が通知を発送した日の翌日起算で、区役所閉庁日を除く５日後の午後

５時までに参加意向申出書提出先まで提出しなければなりません。  

本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で区役所閉庁日を除く５日以内に説明を求め

た者に対し書面により回答します。  

 

５ 質問書（様式４）の提出  

本要領等の内容について疑義のある場合は、次により質問書の提出してください。質問内容及び回答

については、提案資格を満たす者であることを確認した者全員に通知します。 

なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。  

（１）提出期限 令和５年12月22日（金） 午後５時00分まで（必着） 

 

（２）提出先  横浜市瀬谷区役所 生活支援課  

〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190  

電話：045-367-5711 ファクシミリ：045-365-6351 

電子メール：se-seikatsushien@city.yokohama.jp 

 

（３）提出方法  

持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール（ただし、持参以外は着信確認を行ってください。）  

 

（４）回答送付日 令和５年12月28日（木） 

 



６ 提案書の提出  

（１）提出部数 10部（正１部、副９部） 

ア 提出期限 令和６年１月12日（金） 午後５時00分まで（必着）  

イ 提出先  横浜市瀬谷区役所 生活支援課 「寄り添い型学習支援事業担当」 

〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190   

ウ 提出方法  

持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし、期限までに到着するように発送してください。）  

エ 提出形式 

提案書は、それぞれ１部ずつ順番にまとめて一式としＡ４サイズのフラットファイルに綴じ、表

紙及び背表紙に「瀬谷区寄り添い型学習支援事業業務委託提案書」と記載してください。なお、貴

社・団体名は記載しないでください。  

また、様式ごとにインデックスを貼り、該当の書類がすぐわかるようにしてください。 

 

７ 提案書の内容  

（１） 提案書は、別添の所定の書式（様式５～11）に基づき作成するものとします。  

 

（２） 用紙の大きさは原則Ａ４判縦とします。  

 

（３）提案については、別添委託仕様書を参考にして、次の項目に関する提案を所定の様式に記載してく

ださい。 

ア 法人・団体等の概要・事業実績について（様式６）※Ａ４判１枚 印刷物等の資料添付も可とし

ます。また、団体の定款、直近３か年の財務諸表を提出してください。なお、団体を設立して、３

年に満たない場合はこの限りではありません。  

イ 業務実施方針について（様式７）※Ａ４判１枚 本市の運営方針などを前提として本事業の実施

提案をしてください。別添「瀬谷区寄り添い型学習支援事業実施要綱」などを参考にしてくださ

い。 また、本事業の対象者である、生活保護世帯や生活困窮状態にある世帯の子ども及び保護者

を取り巻く社会情勢や課題、その課題についての考え方について、記載してください。 

ウ 業務実施内容と実施手法について（様式８）※Ａ４判１枚 別添「仕様書」を参考に、実施内容

の提案をしてください。  

エ 業務実施体制について（様式９）※Ａ４判１枚 別添「仕様書」を参考にし、職員の確保や配

置、支援スタッフの確保や指導・育成、配置の考え方、それぞれに対する研修計画等について記

載してください。 

オ 業務実施上の管理運営体制（様式10）※Ａ４判１枚 

区役所との協働、連携に対する考え方や対象者からの苦情対応、事故防止等のリスクマネジメ

ント、個人情報保護、プライバシーへの配慮等について記載してください。 

カ 事業予算書（様式11）を作成してください。※Ａ４判１枚  

 

（４）提案書の作成にあたっては、以下の事項に留意してください。  

ア 提出する書類には「提案書（様式５）」を除き、一切社名等（代表者名、社員名、ロゴマーク、

その他社名が分かるものを含む）表記はしないでください。  

イ 提案は、考え方を文書で簡潔に記述してください。  

ウ 文書を補完するため最小限のイメージ図・イラスト等の使用は可能です。  

エ 文字は注記等を除き原則として10.5ポイント以上の大きさとし、所定の様式に収まる範囲で記述

してください。  

オ 提案書はモノクロとします。見易さに配慮をお願いします。  

カ 提案内容の変更は認められません。  

 

８ 評価基準 

評価基準は、次のとおりです。 

（１）瀬谷区寄り添い型学習支援事業に対する理念及び業務実施方針の妥当性や実現性 

 

（２）業務実施内容と実施手法の妥当性や実現性 

 

（３）業務実施体制の妥当性や実現性 

  



（４）業務実施上の管理運営体制の妥当性・実現性 

 

（５）収支予算書の妥当性・実現性等 

 

９ 提案書に基づくヒアリングの実施（評価委員会での審査）  

（１）実施日  令和６年１月22日（月） 午前９時00分から12時00分まで（予定） 

 

（２）実施場所 瀬谷区役所 ３階 特別会議室  

〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190 

 

（３）出席者  責任者を含み３名以下  

 

（４）その他  指定時間等詳細については、別途通知します。 提案書の提出が多数の場合、日時等を

変更する可能性があります。 

 

 １０ 審査委員会 

    本プロポーザルの実施及び特定等に関する審議は、次に示す委員会で行います。 

※ 瀬谷区第二入札参加資格審査・指名業者選定委員会は、提案事業者の出席を要しません。 

 

１１ 特定・非特定の通知 

提案書を提出した者のうち、プロポーザルを特定した者及び特定されなかった者に対して、その旨及

びその理由を書面により通知します。  

（１）通知発送 令和６年２月21日（水）に発送します。  

 

（２）その他 特定されなかった旨の通知を受けた提案者は、書面により特定されなかった理由の説明を

求めることができます。  

なお、書面は、本市が通知を発送した日の翌日起算で、区役所閉庁日を除く５日後の午

後５時までに提案書提出先まで提出しなければなりません。  

本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、区役所閉庁日を除く５日以内に説明を求

めた者に対し書面により回答します。  

 

１２ その他  

（１）提案書の作成及び提出等に係る費用は、提案者の負担とします。  

 

（２）無効となるプロポーザル  

ア 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの  

イ 提案書作成要領に指定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しない

もの  

ウ 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの  

エ 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの  

オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの  

カ 虚偽の内容が記載されているもの  

名称 瀬谷区第二入札参加資格審査・指名業者

選定委員会 

瀬谷区寄り添い型学習支援事業評価委員会 

所掌事務 プロポーザルの実施、受託候補者の特定

に関すること 

プロポーザルの評価に関すること 

委員 瀬谷区副区長（総務部長）  

瀬谷区総務課長  

瀬谷区地域振興課長  

瀬谷区福祉保健課長  

瀬谷区高齢・障害支援課長  

事業担当課長（瀬谷区生活支援課長）  

瀬谷区総務課予算調整係長 

瀬谷区福祉保健課長 

瀬谷区地域振興課長 

瀬谷区こども家庭支援課長 

瀬谷区学校連携・こども担当課長 

瀬谷区生活支援課長 



キ 本プロポーザルの内容に関して委員会委員との接触があった者  

ク ヒアリングに出席しなかった者  

 

（３）手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語  

イ 通貨 日本国通貨  

 

（４）契約書作成の要否  

契約書作成は要する。  

 

（５）プロポーザルの取扱い  

ア 提出されたプロポーザルは、プロポーザルの特定以外に提出者に無断で使用しないものとしま

す。  

イ 提出されたプロポーザルは、公正性、透明性を期すために、「横浜市の保有する情報の公開に関

する条例」等関連規定に基づき公開することがあります。  

ウ 提出された書類は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成す

ることがあります。  

エ プロポーザルの提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがあります。  

オ プロポーザルに虚偽の記載をした場合は、プロポーザルを無効とするとともに虚偽の記載をした

者に対して、本市各局の業者選定委員会において選定を見合わせることがあります。  

カ 提出された書類は、返却しません。 

 

（６）その他  

ア プロポーザルは、受託候補者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、必

ずしも提案内容に沿って実施するものではありません。  

イ 提案書の提出は、１者につき１案のみとします。  

ウ 特定されたプロポーザルを提出した者とは、後日、委託契約の締結手続を進めます。 契約締結

は令和６年度横浜市予算の成立後、４月１日以降に行います。  

なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがあります。  

また、契約が決定次第、今後のスケジュール等、細部の調整を進めます。  

エ 参加意向申出書の提出期限以降、受託候補者の特定の日までの手続き期間中、指名停止となった

場合には、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとします。 

また、受託候補者として特定されている場合は、次順位の者と手続きを行います。  

オ 本件は、当年度の業務結果を踏まえ、翌年度も継続した業務委託を想定しています。 

（以降も同様とし、最長で令和11年3月31日までを期限とすることを予定しています。） 

なお、このことは翌年度以降も継続して契約することについて何ら保証するものではありませ

ん。 


